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市役所夏季集中休暇を実施

令和元年第１回甲賀市議会定例会

窓口サービスなどの部署と地域市民センターは通常業務を行います

お盆休みのし尿くみとり

実施期間���８月１３日（火）～１５日（木）

生活環境課 廃棄物対策係　☎69-2145　Fax 63-4582問合せ

人事課 人事係　
☎69-2122　Fax 63-4086

問合せ

市では、夏季集中休暇の実施により、節電や
費用の節減を図ります。
期間中、実施個所では消灯、冷房を最小限の
稼動とします。趣旨をご理解いただき、ご協力を
お願いします。
■実施個所　市役所庁舎
　ただし、窓口サービスなどの右記の部署および
地域市民センター等の出先機関は通常どおりの
業務を行います。その他の施設は、それぞれの
スケジュールで業務を行います。
■期間中の業務形態
　夏季集中休暇を実施する部署は、集中的に年
次有給休暇を取得させていただき、必要最小限
の管理要員のみの執務となります。

　第１回甲賀市議会定例会が６月６日から７月１日までの期間で開催されました。
　市が提案した14件の議案は全て承認、可決されました。詳細は、市ホームページ� �
「甲賀市議会」のページに掲載しています。

■通常業務を行う部署

市役所庁舎

【１階】
市民課、保険年金課、生活環境課、
消費生活センター、税務課、会計課、�
上下水道料金お客様センター、�
福祉医療政策課、生活支援課、�
障がい福祉課、長寿福祉課、�
すこやか支援課
【２階】
子育て政策課、発達支援課、�
保育幼稚園課

地域市民
センター

すべての地域市民センターは通常どお
りの業務を行います。

　し尿くみとり収集業者のお盆休みは、以下のとおりです。お盆までにくみとりを希望される方は、下記申込期
限までに各収集業者まで連絡をお願いします。
　また、粗大ごみの戸別収集についても、収集業者が休みとなります。（エコステーションは開場しています。）

業者
お盆までの
臨時

申込期限日
お盆休み くみとり作業地域

水口テクノス
☎62-1959

8月5日
（月）

8月10日（土）
～15日（木）

水口町 全域

信楽町
長野

北新町　北出町　問屋町　陶生町　広芝町
東二本丸町　上二本丸町　新二本丸町
みのりが丘町　大窯町　福島町　辻町　中町
馬場町　本町　中出町　元町　末広町
焼屋町　旭町　ハイランド町　つくしが丘町

江田　神山　田代　畑　西の一部

日映日野
☎0748-53-3941

8月15日（木）
～18日（日）

土山町 大野学区
甲賀町 相模、大原市場を除く大原学区　油日学区　佐山学区
甲南町 全域

ヒロセ
☎0748-52-0943

8月10日（土）
～18日（日）

土山町 鮎河学区　山内学区　土山学区
甲賀町 相模　大原市場

信楽町
長野 愛宕町　材木町　大正町　新町　松尾町

南松尾町　栄町
雲井学区　小原学区（西の一部除く）　朝宮学区　多羅尾学区
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２
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９
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４
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①
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①
販
売
期
間

10
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日
～
令
和
２
年
２
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日
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予
定
）

　

②
利
用
で
き
る
期
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10
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日
～
令
和
２
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月
１
日
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予
定
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市
内
郵
便
局
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郵
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を
除
く
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で
販
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予
定
で
す
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細
は
、
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入
引
換
券
送
付
時

に
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ら
せ
し
ま
す
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。
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限
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。
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せ
し
ま
す
。

　

•
��

対
象
の
方
へ
の
通
知
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日

に
基
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き
送
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し
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す
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得
の
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よ
り
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が
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い
て
い
な
い
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で
も
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と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

担
当
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
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プレミアム付商品券
１０月１日から販売開始

■購入引換券の申請等に関すること
福祉医療政策課 福祉総務係 ☎69-2157　Fax 63-4085

■商品券の販売等に関すること
商工労政課 新産業振興係 ☎69-2187　Fax 63-4087

問合せ

■制度全体に関するお問い合わせ先
プレミアム付商品券コールセンター（内閣府）　　☎0570-02-2036
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